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第１章 総 則 

 

第１条 （取扱いの準則） 

1. 大阪商工会議所（以下「当所」といいます）は当所が定める「データセンターサービス約款」（以下「本約

款」といいます）によってデータセンターサービスを提供します。 

2. データセンターサービス利用契約（以下「利用契約」といいます）の成立は、第３章（利用契約）

に定めるところによります。 

 

第２条 （用語の定義） 

本約款において、次の用語はそれぞれ下記の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

データセンターサービス 
当所のデータセンターにおいて、契約者の機器類を設置するファシリティ、および運

用業務の代行作業を提供するサービス 

ファシリティ ラックスペース、電源、空調等をはじめとするデータセンター内の設備 

契約者 
当所と利用契約が成立し、データセンターサービスを利用する者。利用契約が成立

する前の契約者を特に「利用申込者」という 

通信事業者（キャリア） 当所が利用する通信サービスを提供する企業 

 

第３条 （約款の変更） 

1. 当所は、契約者の承認を得ることなく本約款を変更することができるものとし、契約者および

当所は変更後の約款に拘束されるものとします。 

2. 当所は、当所が本約款を変更する場合、当該変更の影響を受けることになる契約者に対し、

当所の定める方法により変更内容を通知します。 

3. 当所は、本約款の変更通知が到達した後も契約者がデータセンターサービスの利用を継続した場合

は、契約者が変更後の約款に同意したものとみなします。 

 

第２章 提供サービスと利用約款 

 

第４条 （サービス種別）  

1. 当所が提供するデータセンターサービスの種別およびサービスレベルについては、別途定める「デー

タセンターサービス利用規定」のとおりとし、当所は原則として法人を対象にサービスを提供します。 

2. 当所は、前項に定めるサービス種別を次の拠点で行うものとします。 

商工会議所データセンター（オージス総研大阪第１センター） 

所在地：大阪市西区 

 

第５条 （サービスの廃止） 

1. 当所は、第４条（サービス種別）に定める特定のサービス種別を廃止する場合は、当該廃止の影響

を受ける契約者に対し、当所の定める方法により廃止内容を事前に通知します。但し、当所の責

によらず当該サービスを廃止せざるを得ない場合であって、かつ通知を事前に行うことができない場合

は、この限りではありません。 

2. 当所は、前項但書の場合において、前項で廃止するサービスと同等のサービスが継続して契約者に

提供されるよう、信義誠実の原則に従い努力するものとします。 

 

第６条 （サービス種別にないサービスの取扱い） 

1. 契約者が第４条（サービス種別）に定めるサービス種別にないサービスを当所に委託する場合は、運

用基準書、業務仕様書等、委託する内容を明記した文書（以下「仕様文書」といいます）を、契約者が当所
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に提出するものとします。当所は契約者から提出された仕様文書に基づき、業務受託の可否を判断しま

す。 

2.前項に基づき当所が業務受託を承諾した場合には、契約者と当所は協議のうえ別途契約を締

結するものとします。 

第７条 （最低利用期間） 

 データセンターサービスの最低利用期間は、第１０条（サービスの開始日）第１項に定めるサービス

開始日から１年間とします。但し、第１５条（サービス種別等の変更）に基づきサービス種別等が変

更された場合には、最低利用期間は、当該変更されたサービス種別等に係るサービスの開始日

から起算して１年間とします。 

 

第８条 （利用契約の有効期間） 

 利用契約の有効期間は、第１０条（サービスの開始日）第１項に定めるサービス開始日から最

低利用期間の満了日までとします。利用契約の有効期間は、最低利用期間の満了日の１ヵ月前

までに契約者または当所から更新しない旨の書面による申し出がない限り、１ヵ月間更新され、以

降も同様とします。 

 

 

第３章  利用契約 

 

第９条 （利用申込） 

 利用申込者は、本約款の内容を承諾したうえで当所指定のデータセンター利用申込書に記名捺印する

ものとし、当所は、当該記名捺印済みのデータセンター利用申込書の提出をもって、データセンターサー

ビスの利用申込を受け付けます。 

 

第１０条 （サービスの開始日） 

1. サービス開始日は、当所および利用申込者双方が事前に合意し、当所が所定のサービス申込

確認書にあるサービス開始日の項目に記載した日付とします。 

2. 当所がデータセンターサービスの利用申込を承諾した場合、利用申込者に対し、サービス開始日、

申込内容を明記したサービス申込確認書を、FAXまたは電子メールもしくは郵便で通知します。 

 

第１１条 （利用契約の成立） 

1. 第１０条（サービスの開始日）第２項の通知が利用申込者に到達した時をもって、利用契約が成立しま

す。但し、FAXまたは電子メールによる通知の場合は送信記録で通信が確認された時に、郵便の場合

は投函後通常到達すべき時に、到達したものとみなします。 

2. 前項の定めは、本約款の他の通知に関しても準用されます。 

3. 当所は、利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用申込を承諾しないことがありま

す。 

（1）利用申込者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかな場合 

（2）利用申込書に虚偽の記載があった場合 

（3）その他、前各号に準ずる場合で、当所が利用契約の締結を適当でないと判断した場合 

 

第１２条 （申込承諾不可能な場合の取扱い） 

 第１１条（利用契約の成立）第３項に定める事由およびその他の事由により、当所がデータセンター

サービスの利用申込を承諾できない場合は、当所は、利用申込者に対し、書面により利用申込書の受付

日から、当所の１０営業日以内にその旨を通知します。但し、申込承諾の判断にそれ以上の期間を要す

る場合は、事前に通知までの期間の延長を利用申込者へ通知するものとします。 
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第４章  契約事項の変更等 

 

第１３条 （契約内容の変更） 

 本約款に関わる利用契約その他の契約の内容は、当所および契約者双方が記名捺印した書面によっ

てのみ変更することができるものとします。但し、本約款の変更については、第３条（約款の変更）に、

またサービス種別等の変更については、第１５条（サービス種別等の変更）に定めるところによります。 

 

第１４条 （権利の譲渡・承継） 

1. 契約者は、本約款によって生じる権利、義務を第三者に譲渡または承継させてはなりません。但し、

事前に書面により当所の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

2. 本約款で明示的に契約者に許諾されている権利を除き、データセンターサービスに関するす

べての権利は当所に留保されているものとします。 

 

第１５条 （サービス種別等の変更） 

1. 契約者は、データセンターサービスのサービス種別等の申込内容につき変更を申請することができま

す。この場合、契約者は、当所の指定する申請方法により所定の事項を記載した書面を当所に提出す

るものとします。 

2. 当所は、前項の申請があった場合は、第３章（利用契約）の規定に準じて取扱います。 

 

第１６条 （法人契約者の地位の承継） 

1. 契約者である法人が合併その他の理由により、その地位の包括的な承継が発生する場合は、合併等

後存続する法人もしくは合併等により設立される法人は、承継したことを証明する書類を添えて、承継

の日から１ヶ月以内にその旨を当所に通知するものとします。 

2. 第１２条（申込承諾不可能な場合の取扱い）の規定は、前項の場合に準用します。 

3. 第１項の場合において、地位を承継した者が２名以上ある場合は、そのうちの１名を当所に対する代

表者と定め、あわせて書面によりその旨を当所に通知するものとします。これを変更した場合も同様と

します。 

4. 当所は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち１名を代表者とみなし

ます。 

 

第１７条 （契約者の氏名等の変更） 

 契約者は、その法人名、商号、代表者、住所、その他利用申込に際して届け出た契約者に関する情報

に変更があった場合は、速やかに利用申込書を当所に再提出することにより、その旨を当所に通知する

ものとします。 

 

 

第５章 提供の停止等 

 

第１８条 （サービス利用の制限） 

1. 当所は、天災、事変およびその他の非常事態の発生により、ファシリティの一部または全部が滅失

もしくは破損してデータセンターサービスの提供が困難になった場合には、データセンターサービス

の提供を制限、または停止できるものとします。 

2. 当所は、天災、事変およびその他の非常事態の発生により、通信回線が著しく輻輳し、通信のすべ

てまたは一部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する通信を

優先的に取り扱うべく、データセンターサービスの提供を制限、または停止する措置を取ることがあ

ります。 

3. 当所は、契約者がデータセンターサービスを利用中に、当所の電気通信設備に過大な負荷を生じる

行為をした場合には、利用を制限することがあります。 
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第１９条 （提供サービスの停止） 

 当所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、データセンターサービスのすべてもしくは一部の

提供を停止することがあります。 

（1）当所の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない場合 

（2）当所の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した場合 

 

第２０条 （契約者の責に帰する提供サービスの停止） 

１．当所は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、データセンターサービスのすべての

提供を停止します。停止の方法は、機器の電源断を行い、ラックから取り外した上で、倉庫に保管します。 

（1）第７章（料金等）で規定された料金等、割増金または遅延損害金を、支払い期日が経過してもなお支

払わない場合 

（2）データセンターサービスの利用にあたり、以下のいずれかの禁止行為に該当すると当所が判断した

場合 

1) 他の利用者または第三者もしくは当所の著作権の侵害 

2) 他の利用者または第三者もしくは当所への誹謗、中傷 

3) 他の利用者または第三者もしくは当所に不利益を与える場合 

4) 選挙運動またはこれに類する行為 

5) 売名に関する行為 

6) 公序良俗に反する行為 

7) 法令に違反するもの、違反のおそれのある行為 

（3）データセンターサービスの申込に当たって契約者が虚偽の事項を記載したことが判明した場合 

（4）前各号に掲げる事項のほか、本約款ならびに本約款に基づく利用契約およびその他の契約の規定

に違反する行為もしくは当所の営業活動、当所の業務遂行、または当所の電気通信設備に影響を

及ぼした場合、または及ぼすおそれのある行為をした場合 

２．前項の場合、当所は、停止のための作業による機器の故障及び保管時のトラブル等に関して一切の

責任を負わないものとし、契約者は、当所に対し、損害賠償その他一切の請求をすることができないもの

とします。 

３．第1項（１）の場合、当所は、未納の料金等、割増金及び遅延損害金をすべて支払うまで機器を留置す

ることができるものとします。 

４．取り外した機器につきましては、サービス停止日から180日を経過しても引き取らない場合（前項によ

り留置する場合も含む。）、契約者は、機器の所有権を放棄したものとみなし、当所にて破棄いたします。 

 

第２１条 （その他の責に帰する提供サービスの停止） 

 当所は、通信事業者（キャリア）が電気通信サービスの提供を停止することによりデータセンター

サービスの提供を行うことが困難になった場合は、データセンターサービスのすべてもしくは一部

の提供を停止することがあります。  

 

第２２条 （提供サービスの制限・停止時の措置） 

1. 当所は、第１８条（サービス利用の制限）、第１９条（提供サービスの停止）、第２０条（契約者の責

に帰する提供サービスの停止）、第２１条（その他の責に帰する提供サービスの停止）の規定によ

りデータセンターサービスのすべてもしくは一部の提供を制限または停止しようとする場合は、あらか

じめ契約者に対し、その理由、制限または停止期日および、制限または停止期間を、当所の定める方

法で通知します。但し、当所が緊急にデータセンターサービスの提供を制限または停止する必要があ

ると判断した場合は、通知することなく当所はただちにデータセンターサービスの提供を制限または停

止することができるものとします。またこの場合、当所は契約者に対し、データセンターサービス制限ま

たは停止後にその理由、制限または停止期日および制限または停止期間を、当所の定める方法で通

知するものとします。 
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2. 契約者は、第１８条（サービス利用の制限）、第１９条（提供サービスの停止）、第２０条（契約者の

責に帰する提供サービスの停止）、第２１条（その他の責に帰する提供サービスの停止）に定める

データセンターサービス提供の制限または停止により、契約者に損害が生じた場合にも、当所に当該

損害の賠償を一切求めることはできないものとします。 

 

 

第６章  利用契約の解除・終了 

 

第２３条 （当所が行う利用契約の解除） 

1. 当所は、契約者において第２０条（契約者の責に帰する提供サービスの停止）各号に基づきデータセ

ンターサービスの提供を停止したにもかかわらずその状況が解消されず、またはデータセンター

サービスの提供を停止したとしても状況が改善される見込みがないと合理的に判断される場合

は、何らの催告、または契約者に対する損害の賠償をすることなくただちに利用契約を解除す

ることができるものとします。 

2. 当所は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告、および契約者に対する損

害の賠償をすることなくただちに利用契約を解除することができるものとします。 

（1）本約款ならびに本約款に基づく利用契約その他の契約の規定のいずれかに違反し、当該違反を

特定した当所からの通知書面の到達日から２週間以内に、当該違反を治癒できない場合 

（2）差押、仮差押、仮処分もしくは競売を申立てられ、または滞納処分を受けた場合 

（3）整理、民事再生、会社更生、破産、特別清算または特定調停等の法的整理手続の申立てまたは開始

があった場合 

（4）営業停止、営業取消等の処分を受けた場合 

（5）自ら振り出しまたは引き受けた手形、小切手につき不渡りの処分を受ける等、支払い停止状態になっ

た場合 

3. 当所は、前各項の規定により利用契約を解除しようとする場合は、書面により契約者にその旨を通知

するものとします。 

4. 第１項、第２項に規定する場合以外において、当所が利用契約を解除しようとする場合は、利用契約

の解除を希望する日より３ヵ月前までに書面で契約者に通知することにより、契約者に対し、何ら補償

することなく利用契約を解除することができるものとします。但し、当所の責に帰する利用契約の解除

の場合は、利用契約の解除にともなう契約者のサービス継続について、信義誠実の原則に従い、現状

復帰に向けた努力をするものとします。 

5. 第３条（約款の変更）第２項の規定によりデータセンターサービスの特定のサービス種別が廃止され

た場合は、当該廃止の日に当該サービス種別に係る契約が解除されたものとします。 

 

第２４条 （契約者が行う利用契約の解除） 

契約者は、利用契約を解除する場合は、当所に対し、解除の日の２ヵ月前までに書面によりその旨を

通知するものとします。利用契約を解除する場合において、通知があった日から当該通知において解除

の日とされた日までの期間が２ヵ月未満である場合は、解除の効力は、当該通知があった日から２ヵ月

を経過する日に生じるものとします。 

 

第２５条 （利用契約の終了） 

利用契約は、利用契約の有効期間満了または利用契約の解除をもって終了するものとします。 

 

第２６条 （利用契約の終了時の措置） 

1. 契約者は、利用契約の有効期間満了または解除により利用契約が終了し、データセンターに

契約者が所有する機器類を設置（以下、データセンターに設置された契約者が所有する機器類

を「契約者設置機器類」といいます）してある場合は、当所の指定する期日までに、当該契約者
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設置機器類について責任を持って一切撤去し、原状に回復するものとします。なお、その撤去に

係る費用は契約者が負担するものとします。 

2. 契約者がデータセンターサービスの提供を受けるため当所所有の機器類（以下「当所設置機器類」と

いいます）を利用している場合は、当該当所設置機器類の撤去は当所が行なうものとし、その撤去に係

る費用のすべてを契約者が負担するものとします。 

3. 当所は、契約者が前各項の義務を履行しない場合は、契約者に対し、相当期間を定めて催告した

後、契約者設置機器類の一切を撤去し任意に処分することができるものとします。なお、当該撤去

および処分に係る費用のすべてを契約者が負担するものとし、契約者はこれに対し、本約款および利

用契約の違反ならびに所有権侵害の主張を一切行わないものとします。 

4. 第１項および第２項にかかわらず、当所の責に帰すべき事由により利用契約が解除・終了した場合は、

契約者設置機器類の撤去に係る費用は当所が負担するものとします。 

 

 

第７章 料金等 

 

第２７条 （料金等） 

1. データセンターサービスの料金および関連料金（以下「料金等」といいます）は以下の項目からなりま

す。 

（1）サービス料金 

契約者が、データセンターサービスの対価として支払う料金で、初期料金と月額料金の細目からな

ります。 

（2）オプション料金 

当所が定めるサービス種別にないサービスを、契約者が当所へ委託する場合に、サービス

の対価として支払う料金で、初期料金と月額料金の細目からなります。 

2. サービス料金の額は、別途当所が契約者に提示する料金を明示した文書に定められるとおりとします。

なお、当所は当該文書を任意に変更することができるものとし、契約者に対し、当所の定める方法によ

り通知します。 

3. サービス開始月の月額料金は、サービス開始月の1日から１５日までに機器を搬入した場合は、月額

料金の2分の１を乗じて得た額とします。サービス開始月の１５日以降から月末までに機器を搬入した

場合は、サービス開始月の月額料金は無料とし、サービス開始月の翌月より月額料金が発生します。 

4. 当所は、第２項の文書の変更通知が到達した後、契約者がデータセンターサービスの利用を継続した

場合、契約者が当該文書に同意したものとみなします。 

5. オプション料金の額は、別途、契約者と当所が協議のうえ定めるものとします。 

 

第２８条 （契約者の支払い義務） 

1. 契約者は、当所に対し、第２７条（料金等）に定める料金等を、第２９条（料金等の請求時期および支払

い方法）に定める方法で支払うものとします。 

2. サービス料金およびオプション料金のうち、初期料金に相当する料金の支払い義務は、当所がデータ

センターサービスの利用申込を承諾した時に発生します。なお、初期料金は、利用契約の解除時にも

返却しません。 

3. サービス料金およびオプション料金のうち、月額料金に相当する料金の支払い義務は、第１０条

（サービスの開始日）第１項に定めるサービス開始日に発生します。 

 

 

第２９条 （料金等の請求時期および支払い方法） 

1. 契約者は、料金等を次の各項の定めに従い、支払うものとします。 

2. サービス料金およびオプション料金のうち、初期料金に相当する料金の支払いは、次の各号のとおり

とします。 
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（1）当所は、契約者に対して、サービス開始月の月末締め、翌月５営業日以内に初期料金の請

求書を発行します。 

（2）契約者は、請求書到着月の月末までに、当所の指定する銀行口座へ初期料金を振込むものとします。 

3. サービス料金およびオプション料金のうち、月額料金に相当する料金の支払いは、翌月分当月払いと

し、次の各号のとおりとします。 

（1）当所は、契約者に対して、毎月1日時点の契約内容に基づき、原則毎月１日から 5営業日以内に契

約者に翌月分のサービス料金・オプション料金の請求書を発行します。 

なお、契約変更に伴い支払い金額に差額が生じた場合は、翌月の請求書に含め精算します。 

（2）契約者は、請求書到着月の月末までに、当所の指定する銀行口座へ月額料金を振込むものとします。 

（３）契約変更に伴い契約におけるサービス料金およびオプション料金と支払い金額に差額が生じた場合

は、翌月の請求において不足額を追加請求し、また、翌月分のサービス料金・オプション料金と超過額を

相殺して清算します。 

 

第３０条 （割増金） 

 契約者は、契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額

（消費税相当額を加算しない額とします）の２倍に相当する額を割増金として支払うものとします。 

 

第３１条 （遅延損害金） 

 契約者は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき未払額に対する年率１４．

５％の割合に相当する額の遅延損害金を支払うものとします。 

 

第３２条 （消費税） 

 契約者が当所に対し料金等を支払う場合、支払いを要する額は、当該料金等の額に消費税相当額（消

費税法（昭和６３年法律第１０８号）および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額）を

加算した額とします。 

 

第３３条 （利用契約解除に伴う料金等の精算方法） 

1. 最低利用期間を経過する前に利用契約が解除された場合において支払い義務が生ずる料金等は、

サービス開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。契約者はこの額を当所の請

求に基づき支払うものとします。但し、第２３条（当所が行う利用契約の解除）の第４項、第５項の規定に

より解除された場合を除きます。 

2. 最低利用期間を経過した後に利用契約が解除された場合における料金等は、利用契約が解除された

月の末日までの額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。 

3. 第２３条（当所が行う利用契約の解除）の第４項、第５項の規定により利用契約が解除された場合の料

金等は、最低利用期間の経過にかかわらず、利用契約が解除された月の利用日数に、月額料金の３０

分の１を乗じて得た額とします。契約者はこの額を当所の請求に基づき支払うものとします。 

4. 前３項における料金等の支払い時期および支払い方法については、第２９条（料金等の請求時期お

よび支払い方法）の定めを準用するものとします。 

 

第８章 データセンターサービスに係る事項 

 

第３４条 （契約者の義務） 

 契約者は、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。 

 

第３５条 （指定ハードウェアおよびソフトウェア） 

 当所は、データセンターサービスの利用のために必要または適したハードウェアおよびソフトウェアを

指定することがあります。契約者が他のハードウェアおよびソフトウェアを用いた場合は、当所が提供す

るデータセンターサービスを受けられないことがあります。 
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第３６条 （データセンターサービス利用回線の修理または復旧）  

当所は、データセンターサービスで利用している通信事業者（キャリア）の回線の障害が発生した場合、

当該回線サービスの貸し主である通信事業者（キャリア）の修理基準に従って修理または復旧させるも

のとします。 

 

第３７条 （責任の分界点） 

1. 契約者設置機器類と当所のデータセンター内バックボーンとの接続ケーブルは、当所が準備し、当該

契約者設置機器類側の受け口を、契約者と当所の責任分界点とします。 

2. 契約者は責任分界点より契約者設置機器類側の、当所は責任分界点より接続ケーブルおよびデータ

センター内バックボーン側の、運用責任を持ちます。 

3. 第４条（サービス種別）および第６条（サービス種別にないサービスの取扱い）に定めるサービス

を実施する場合でも、契約者設置機器類および記憶媒体内に保管される情報の管理については契約

者が一切の責任を持つものとし、内容を含め当所は一切関知しないものとします。また、当所は別段

の定めがない限り、機器内に保管される情報の利用を行いません。 

4. 契約者は、契約者設置機器類の設置、維持について常に一切の責任を負い、利用契約の有

効期間中の租税公課、リスク（火事、盗難、洪水を含みますがこれらに限定されません）に備える保

険契約の締結等、すべての費用を負うものとします。 

5. 当所は、当所の故意または重大な過失により発生させた損害を除き、契約者設置機器類に対

する損失または損害について何らの責任を負わないものとします。 

6. 契約者が、契約者設置機器類の損失または損害を填補する保険契約を締結する際には、保

険の引受人において、当所に対し、損害賠償請求権を代位行使することはできない旨規定され

るものとします。 

 

第３８条 （データセンターへの入館申請） 

 契約者は、当所のデータセンター施設へ入館するにあたっては、別途定めた手順に従うものとします。 

 

第３９条 （データセンターの適正な利用） 

1. 契約者は、データセンター施設へ入館を許可した者の作為または不作為の行為から生じた結

果について全責任を負うものとします。当所は、本約款に違反した者、秩序を乱す者または当所

が本約款に違反する可能性があると合理的に判断した者に対し、データセンター施設への入館

を拒否することができるものとします。 

2. 契約者は、契約者設置機器類を安全に保ち、端末設備収容ラックを良好な状態に維持することに協力

するものとします。また、契約者設置機器類等の搬入の際に生じさせた廃物、梱包材料、運送配送用資

材等を速やかにデータセンター施設より撤去するものとします。 

3. 契約者は、その所有に属さない機器類、設備、備品、建築物その他の動産および不動産のすべてに

ついて、これらを変更し、操作し、変形させ、調整し、または修理を行ってはならないものとします。契約

者は、ファシリティの表面にサイン、標識、表示等を行ってはならないものとします。 

4. 契約者は、設置機器収容ラックを第三者に利用させてはなりません。契約者が設置機器収容

ラックを第三者に利用させた場合は、本約款および利用契約の重大な違反となり、当所は、利

用契約の即時解除を含めて法律上またはその他の救済措置を求める権利を有します。 

 

第４０条 （データセンターにおける機器類の設置および維持） 

1. 当所は、最低２ヶ月前に行う書面による通知により、設置機器収容ラックの場所ならびに契約者設置

機器類および当所設置機器類を他の場所に移動または移転させる権利を有します。当所の主導により

行われた移動または移転は、当所が費用を負担するものとします。当該移動または移転に際しては、

サービスの停止および中止が最小限になるように、合理的な範囲において最大限の対策を取るものと

します。契約者が新たな場所への移動または移転を望まない場合には、契約者は新しい場所への移
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動または移転の通知を受けてから２ヶ月の間に、何ら賠償義務を負うことなく、利用契約を解除すること

ができます。 

2. 前項に定めるほか、当所のファシリティについて技術的な条件による変更を行わざるを得ない

場合で、かつ契約者設置機器類（当所が設置した電気通信設備を除きます）の変更が必要とな

った場合は、契約者はこれに協力するものとします。 

 

第４１条 （サービス・レベル・アグリーメント） 

  当所は、データセンターサービスの品質を確保するために、別紙１に定める内容を保障します。 

 

 

第９章 雑則 

 

第４２条 （原始資料等の管理) 

  当所は、契約者から提供された資料、情報等を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、かつ、

データセンターサービスの遂行以外の用途に使用しないこととします。 

 

第４３条 （事故等の報告） 

  当所および契約者は、データセンターサービスの遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を知っ

た場合は、その事故の帰責の如何にかかわらず、遅滞なくその旨を、相手方に報告するものとします。 

 

第４４条 （損害賠償の範囲） 

1. 契約者は、本約款に別段の定めのない限り、データセンターサービスの利用に際し、当所の責に帰す

べき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、その賠償を当所に請求することが

できるものとします。 

2. 当所は、データセンターサービスを提供すべき場合において、当所の責に帰すべき事由および第１９

条（提供サービスの停止）の規定により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当所が

知った時刻（以下「検知時刻」といいます）から起算して、連続して２４時間以上契約者がデータセンター

サービスを利用できなかった場合の当該停止期間のサービス料金は、契約者の請求に基づき、当所

は、検知時刻から、データセンターサービスの利用が再び可能になったことを当所が確認した時刻まで

の時間数を２４で除した数（但し、小数点以下の端数は切り捨てます）に該当月の該当サービスの月額

料金の３０分の１を乗じて得た額を、差引きます。 

3. 契約者は、前各項に定める請求をなし得ることとなった日から３ヵ月以内に当該請求をしなかった場合

は、その権利を失うものとします。 

4. 当所の損害賠償責任は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず月額料金の

直近１ヵ月分を限度とします。但し、当所の責に起因する１ヵ月を超える提供サービスの停止に伴う損

害賠償額については、契約者と当所が協議のうえ決定するものとします。 

 

第４５条 （免責） 

当所は、契約者がデータセンターサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第４４条（損害賠償の

範囲）の規定による場合以外には、何らの責任も一切負いません。 

 

第４６条 （機密保持） 

1. 契約者は、データセンターサービスの利用に際して知り得た、当所の営業上、技術上、または

その他業務上の秘密情報を、当所からの事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩し

ないものとします。但し、次の各号の一に該当する情報はこの限りではありません。 

(1) 守秘義務を負うことなく既に保有している情報 

(2) 守秘義務を負うことなく第三者から入手した情報 

(3) 独自に創作した情報 
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(4) 本約款ならびに本約款に基づく利用契約その他の契約に違反することなく、かつ、受領の

前後を問わず公知となった情報 

2. 当所は、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの開示の要求があった場合を除き、

データセンターサービスの提供に際して知り得た契約者の営業上、技術上、またはその他の業

務上の秘密情報（通信の秘密を含みます。但し、第１項第１号乃至第４号に定める情報を除くも

のとします）を、契約者からの事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし

ます。 

3. 当所は、契約者から情報開示の請求があった場合であっても、データセンターサービスに係る

通信のログは提供しません。このログに関わる権限ある官公署からの情報開示の請求には、当

所が対応します。. 利用契約が終了した場合、その終了原因の如何を問わず、契約者および当

所は、相手方の指示に従い遅滞なく第１項および第２項の秘密情報を相手方に返還、消去、ま

たは破棄するものとします。 

5. 本条の規定は、利用契約終了後も２年間存続します。 

 

第４７条 （個人情報の取扱い） 

1. 契約者および当所は、データセンターサービスの利用および提供に際して知り得た相手方の

保有する個人情報（特定の個人を識別できる情報をいい、以下「本件個人情報」といいます。但

し、第３７条（責任の分界点）第３項で定めるものを除くものとします）を、個人情報の保護に関す

る法律その他関連の法令を遵守して取扱い、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩および相

手方の書面による承諾なく第三者への開示をしないものとします。 

但し、以下の場合を除きます。 

(1) 法令に基づき裁判所その他の国家機関から開示を要求された場合 

(2) 第三者または当所の権利、財産、プライバシー、信用、生命、身体等を保護する必要があ

る場合 

2.契約者および当所は、本件個人情報に関する不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩等を知

った場合、速やかに相手方に通知するとともに、以降の対応について協議し被害の拡大防止に

協力するものとします。 

3. 契約者および当所は、利用契約が終了した場合、それぞれが定める期間内に本件個人情報

を消去、廃棄、または返還するものとします。 

4. 本条の規定は、利用契約終了後も存続します。 

 

第４８条 （合意管轄裁判所） 

 契約者と当所の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第４９条 （協    議） 

 本約款の解釈に関して疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い、契約者と当所が協議解決するも

のとします。 

 

本約款は２０１９年  ４月  １日から実施します。 
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別紙１ サービス・レベル・アグリーメント 

 

1. 当所は、データセンターの品質を確保するため下記に定める内容を目標とします。 

データセンター内共通設備（注１）の可用性の目標について、データセンター 

内の共通設備の月間稼働率（注２）が９９．５％以上であること 

       

2. 当所は契約者に対し、前項の保証の実施を検証するために、稼働率の報告および、障害発生

時間を明確にした障害報告を、書面または電子メールで行います。 

 

（注１） 共通設備 

データセンター内のネットワークバックボーン（契約者所有のネットワークは除く） 

 

（注２） 月間稼働率 

対象機器類の稼働時間を１ヶ月間の総時間で除して求める百分率。 

   月間稼働率（％）＝対象機器類の稼働時間÷１ヶ月間の総時間×１００ 

対象機器類の稼働時間は、「１ヶ月の総時間から停止時間を減じたもの」とする。 

１ヶ月間の総時間は、「７２０時間（３０日）」とする。 

    

 


